
ら
「
再
審
格
差
」
が
起
こ
っ

て
い
る
の
が
実
態
で
す
。

再
審
制
度
の
抱
え
る
問

題
点
は
、
一
つ
は
捜
査
段

階
で
集
め
た
全
証
拠
を
検

察
が
開
示
し
な
い
こ
と
で

す
。
国
民
の
税
金
を
使
っ

て
集
め
た
す
べ
て
の
証
拠

は
、
有
罪
立
証
に
有
利
、

不
利
を
問
わ
ず
、
弁
護
団

の
開
示
請
求
に
応
じ
、
真

実
解
明
に
役
立
て
る
べ
き

で
あ
る
。

二
つ
は
、
検
察
の
不
服

申
立
て
（
上
訴
）
で
す
。
裁

判
所
が
再
審
開
始
決
定
を

出
し
て
も
従
わ
ず
、
不
服

申
立
て
を
行
い
、
い
た
ず

ら
に
時
間
稼
ぎ
を
し
て
、

当
事
者
と
家
族
を
時
間
的

・
金
銭
的
・
心
理
的
に
も
苦

し
め
続
け
る
こ
と
は
許
さ

れ
ま
せ
ん
。
再
審
開
始
決

定
に
対
す
る
反
論
は
、
再

審
公
判
の
中
で
主
張
・
立

証
す
る
機
会
が
あ
る
の
で
、

上
訴
は
禁
止
す
る
べ
き
で

あ
る
。

三
つ
は
、
前
述
の
「
再

請
願
第
１
号

日
本
弁
護
士
連
合
会
に

よ
る
と
１
９
１
０
年
代
か

ら
２
０
０
０
年
代
ま
で
の

冤
罪
事
件
は
１
６
１
件
あ

り
、
氷
山
の
一
角
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
県
内
で

起
こ
っ
た
湖
東
記
念
病
院

事
件
の
元
被
告
の
西
山
美

香
さ
ん
は
12
年
間
無
実
の

罪
で
服
役
し
、
昨
年
再
審

で
無
罪
が
確
定
し
ま
し
た
。

一
方
、
日
野
町
事
件
は
現

在
再
審
を
求
め
、
大
阪
高

裁
で
審
査
中
で
す
。
再
審

は
「
開
か
ず
の
扉
」「
針
の

穴
に
駱ら

く

だ駝
を
通
す
よ
う
な

も
の
」
と
例
え
ら
れ
、
当

事
者
・
家
族
に
は
想
像
を

絶
す
る
困
難
を
伴
う
た
め
、

諦
め
る
方
も
い
ま
す
。

現
在
、
再
審
制
度
は
刑

事
訴
訟
法
に
規
定
が
あ
り

ま
す
が
、
条
文
数
は
19
カ

条
の
み
で
、
極
め
て
大
雑

把
な
規
定
の
た
め
、
個
々

の
再
審
裁
判
で
は
裁
判
所

の
解
釈
・
運
用
に
す
べ
て

委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

審
法
」
を
通
常
審
の
よ
う

に
整
備
し
、
環
境
を
整
え
、

「
再
審
格
差
」
や
再
審
審
理

に
お
い
て
、
過
去
に
当
該

事
件
に
関
与
し
た
裁
判
官

が
再
び
関
与
す
る
こ
と
が

起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

無む

こ辜
の
者
を
誤
っ
た
裁

判
か
ら
迅
速
に
救
済
す
る

た
め
に
、
「
再
審
法
」
の
改

正
を
求
め
る
意
見
書
の
採

択
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

請
願
事
項

一
、
再
審
に
お
け
る
検
察

手
持
ち
証
拠
の
全
面
開

示
一
、
再
審
開
始
決
定
に
対

す
る
検
察
の
不
服
申
立

て
（
上
訴
）
の
禁
止

一
、
「
再
審
法
（
刑
事
訴
訟

法
の
再
審
規
定
）
」
の
整

備

賛
成
少
数
で
不
採
択

請
願
第
２
号

政
府
は
、
75
歳
以
上
の

医
療
費
窓
口
負
担
に
つ
い

て
年
収
２
０
０
万
円
以
上

（
単
身
世
帯
の
場
合
）
の
約

３
７
０
万
人
を
１
割
か
ら

２
割
に
、
２
０
２
２
年
度

後
半
か
ら
引
き
上
げ
を
実

施
す
る
構
え
で
す
。

社
会
保
障
給
付
は
国
民

の
権
利
で
あ
り
、
高
齢
者

は
長
年
に
わ
た
っ
て
社
会

保
険
料
や
税
金
を
納
め
て

き
て
い
ま
す
。
「
現
役
世

代
へ
の
給
付
が
少
な
い
」

の
は
、
政
府
の
責
任
で
す
。

高
齢
者
給
付
の
増
大
が
、

現
役
へ
の
給
付
が
不
十
分

と
な
る
要
因
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

１
割
負
担
で
も
深
刻
な

受
診
控
え
が
、
コ
ロ
ナ
禍

の
中
の
受
診
抑
制
と
重
な

り
、
高
齢
者
の
命
と
健
康

を
ど
の
よ
う
に
守
る
の
か

が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
窓

口
負
担
を
引
き
上
げ
る
の

は
、
受
診
控
え
に
追
い
打

ち
を
か
け
る
政
策
で
す
。

「
負
担
能
力
に
応
じ
た

も
の
へ
と
改
革
し
て
い

く
」
と
い
う
の
な
ら
、
税

や
社
会
保
険
料
で
の
徹
底

こ
そ
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

国
の
社
会
保
険
財
源
の
確

保
を
消
費
税
と
「
働
き
方
」

改
革
で
は
な
く
、
無
駄
を

省
く
こ
と
、
早
期
発
見
・

早
期
治
療
や
薬
価
の
見
直

し
、
大
企
業
や
富
裕
層
へ

の
課
税
強
化
で
公
費
財
源

を
確
保
す
べ
き
で
す
。

関
係
機
関
に
意
見
書
を

提
出
す
る
よ
う
求
め
ま
す
。

請
願
事
項

一
、
75
歳
以
上
の
医
療
費

窓
口
負
担
２
割
化
の
撤

回
を
求
め
ま
す

賛
成
少
数
で
不
採
択

請
願
第
３
号

加
齢
性
難
聴
に
よ
り
会

話
す
る
機
会
が
減
少
す
る

事
が
脳
の
機
能
低
下
に
つ

な
が
り
、
う
つ
病
や
認
知

症
の
危
険
因
子
に
な
る
事

も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
難
聴
率
は
、
欧

米
諸
国
と
大
差
あ
り
ま
せ

ん
が
、
補
聴
器
の
使
用
率

は
低
く
、
普
及
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

日
本
で
は
、
補
聴
器
の
価

格
は
片
耳
で
概
ね
３
万
円

か
ら
20
万
円
で
、
保
険
適

用
が
な
い
た
め
に
全
額
個

人
負
担
で
す
。
身
体
障
害

者
福
祉
法
に
よ
り
高
度
・

重
度
難
聴
者
の
場
合
は
１

割
負
担
、
中
等
度
以
下
の

場
合
は
医
療
費
控
除
を
受

け
ら
れ
る
も
の
の
、
約
９

割
は
自
費
購
入
が
実
態
で
、

低
所
得
の
高
齢
者
に
対
す

る
配
慮
が
特
に
必
要
で
す
。

欧
米
は
、
公
的
補
助
制

度
が
あ
り
、
日
本
で
も
高

齢
者
に
対
す
る
補
聴
器
購

入
に
対
し
補
助
を
行
っ
て

い
る
自
治
体
が
あ
り
ま
す
。

補
聴
器
の
普
及
は
、
生

活
の
質
を
落
と
さ
ず
、
認

知
症
の
予
防
、
健
康
寿
命

の
延
伸
、
医
療
費
の
抑
制

に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

請
願
事
項

一
、
湖
南
市
に
お
い
て
加

齢
性
難
聴
者
の
補
聴
器

購
入
に
対
す
る
公
的
補

助
制
度
の
創
設
を
求
め

ま
す
。

賛
成
少
数
で
不
採
択
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だ
よ
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議
決
結
果

※請願名は、3ページをご参照ください。


